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規規 則則

薬事法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年10月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第48号

薬事法施行細則の一部を改正する規則

薬事法施行細則（昭和36年宮崎県規則第42号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律（昭和35年法律第 145号。以下「法」と

いう。）の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行令（昭和36年政令第11号。以下

「政令」という。）及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第１号

。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。

（書類の提出）

第２条 法、政令、省令及びこの規則によって厚生労働大臣又は知

事に提出する書類は、次の各号に掲げるものを除き、住所地又は

所在地を管轄する保健所の長を経由しなければならない。

（１） 省令第50条第１項に規定する医薬品等適合性調査申請書

（２）・（３） ［略］

２ 前項の書類は、厚生労働大臣に提出するものにあっては正副３

通、知事に提出するものにあっては正副２通とする。ただし、次

の各号に掲げる書類にあっては、当該各号の部数とする。

（１） ［略］

（２） 改正法附則第14条の旧法第35条の許可を受けている者によ

る取扱品目変更追加に関する書類 正副３通

（３） ［略］

（許可更新申請の期限）

第３条 薬局開設者又は医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販

薬事法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、薬事法（昭和35年法律第 145号。以下「法」

という。）の施行に関し、薬事法施行令（昭和36年政令第11号。

以下「政令」という。）及び薬事法施行規則（昭和36年厚生省令

第１号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。

（書類の提出）

第２条 法、政令、省令及びこの規則によって厚生労働大臣又は知

事に提出する書類は、次の各号に掲げるものを除き、住所地又は

所在地を管轄する保健所の長を経由しなければならない。

（１） 省令第50条第１項に規定する適合性調査申請書

（２）・（３） ［略］

２ 前項の書類は、厚生労働大臣に提出するものにあっては正副３

通を、知事に提出するものにあっては正副２通とする。ただし、

次の各号に掲げる書類にあっては、当該各号の部数とする。

（１） ［略］

（２） 改正法附則第14条の旧法第35条の許可を受けている者（以

下「特例販売業者」という。）による取扱品目変更追加に関す

る書類 正副３通

（３） ［略］

（許可更新申請の期限）

第３条 薬局開設者又は医薬品の販売業若しくは高度管理医療機器
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等の販売業若しくは賃貸業の許可を受けた者は、法第４条第４項

に規定する薬局開設の許可の更新、法第24条第２項に規定する医

薬品販売業の許可の更新又は法第39条第４項に規定する高度管理

医療機器等の販売業若しくは賃貸業の許可の更新を受けようとす

るときは、その許可の有効期間満了日の１月前までに、申請書を

提出しなければならない。

（薬局の管理者等の薬局等以外の場所での薬事従事許可の申請）

第４条 法第７条第３項ただし書、第28条第３項ただし書又は第35

条第３項ただし書の許可を受けようとするときは、別記様式第１

号による申請書を提出しなければならない。

２・３ ［略］

（管理医療機器の販売業又は賃貸業の届出済証の交付）

第12条 ［略］

２ ［略］

様式第２号（第４条関係）

［略］

第７条第３項

薬事法第28条第３項の規定に基づき、下記のとおり許可します

第35条第３項

。

［略］

様式第４号（第５条関係）

［略］

薬事法第８条の２第１項の規定により、下記のとおり薬局に関

する情報を報告します。

［略］

４ 費用負担

（１） 医療保険及び公費負担等の取扱い

［略］

様式第９号（第10条関係）

［略］

薬事法第３６条の８第１項の規定による登録販売者試験を受け

たいので、関係書類を添えて申請します。

［略］

様式第11号（第12条関係）

［略］

販売業

管理医療機器 届出済証

賃貸業

売業若しくは貸与業若しくは再生医療等製品の販売業の許可を受

けた者は、法第４条第４項に規定する薬局開設の許可の更新、法

第24条第２項に規定する医薬品販売業の許可の更新、法第39条第

４項に規定する高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許

可の更新又は法第40条の５第４項に規定する再生医療等製品の販

売業の許可の更新を受けようとするときは、その許可の有効期間

満了日の１月前までに、申請書を提出しなければならない。

（薬局の管理者等の薬局等以外の場所での薬事従事許可の申請）

第４条 法第７条第３項ただし書、第28条第３項ただし書、第35条

第３項ただし書、第39条の２第２項ただし書又は第40条の６第２

項ただし書の許可を受けようとするときは、別記様式第１号によ

る申請書を提出しなければならない。

２・３ ［略］

（管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証の交付）

第12条 ［略］

２ ［略］

様式第２号（第４条関係）

［略］

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

第７条第３項ただし書

第28条第３項ただし書

る法律第35条第３項ただし書 の規定に基づき、下記のとおり

第39条の２第２項ただし書

第40条の６第２項ただし書

許可します。

［略］

様式第４号（第５条関係）

［略］

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第８条の２第１項の規定により、下記のとおり薬局に関す

る情報を報告します。

［略］

４ 費用負担

（１） 医療保険及び公費負担等の取扱い

［略］

様式第９号（第10条関係）

［略］

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第３６条の８第１項の規定による登録販売者試験を受けた

いので、関係書類を添えて申請します。

［略］

様式第11号（第12条関係）

［略］

販売業

管理医療機器 届出済証

貸与業

［略］

［略］障害者自立支援法に基づく指定の有無（精神通

院医療）

［略］障害者自立支援法に基づく指定の有無（育成医

療・更正医療）

［略］

［略］

［略］障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定の有無（精神通院

医療）

［略］障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく指定の有無（育成医療

・更正医療）

［略］
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［略］

販売業

薬事法第39条の３第１項の規定に基づく管理医療機器 の

賃貸業

届出をした者であることを証明します。

［略］

様式第12号（第12条関係）

販売業

管理医療機器 届出済証交付申請書

賃貸業

［略］

販売業

上記により、管理医療機器 届出済証の交付を申請します

賃貸業

。

［略］

［略］

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

販売業

る法律第39条の３第１項の規定に基づく管理医療機器 の届

貸与業

出をした者であることを証明します。

［略］

様式第12号（第12条関係）

販売業

管理医療機器 届出済証交付申請書

貸与業

［略］

販売業

上記により、管理医療機器 届出済証の交付を申請します

貸与業

。

［略］

収入証紙 収入証紙

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成26年11月25日から施行する。

（用紙に関する経過措置）

２ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の薬事法施行細則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適

宜補正して使用することができる。

麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年10月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第49号

麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則

麻薬及び向精神薬取締法施行細則（昭和39年宮崎県規則第43号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（入院費の徴収）

第６条 法第59条の４の規定により、入院に要する費用として措置

入院者、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする民法（

明治29年法律第89号）第 877条第１項に規定する扶養義務者から

、別表に定める額を徴収する。ただし、これらの者が生活保護法

（昭和25年法律第 144号）による被保護者又は中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）による被支援者である場合は徴収しない。

２ ［略］

別表（第６条関係）

備考

１・２ ［略］

３ 費用徴収額の認定に当たって当該措置入院者の属する世帯

の構成、扶養義務者の範囲、生活保護法又は中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律適用の有無、所得の有無及び種類並びに所得税額等を把握

する必要がある場合には、保護者から必要な書類を提出させ

、又は税務署、市町村役場、福祉こどもセンター等の関係機

関若しくは保護者に対し照会等を行うものとする。

（入院費の徴収）

第６条 法第59条の４の規定により、入院に要する費用として措置

入院者、その配偶者又は当該措置入院者と生計を一にする民法（

明治29年法律第89号）第 877条第１項に規定する扶養義務者から

、別表に定める額を徴収する。ただし、これらの者が生活保護法

（昭和25年法律第 144号）による被保護者又は中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による被

支援者である場合は徴収しない。

２ ［略］

別表（第６条関係）

備考

１・２ ［略］

３ 費用徴収額の認定に当たって当該措置入院者の属する世帯

の構成、扶養義務者の範囲、生活保護法又は中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律適用の有無、所得の有

無及び種類並びに所得税額等を把握する必要がある場合には

、保護者から必要な書類を提出させ、又は税務署、市町村役

場、福祉こどもセンター等の関係機関若しくは保護者に対し

［略］ ［略］
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照会等を行うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年10月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第50号

人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則

人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則（平成12年宮崎県規則第 119号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第２条、第３条関係）

第１ 建築物

［略]

別表第３（第５条関係）

第１ 建築物に関する整備基準

別表第１（第２条、第３条関係）

第１ 建築物

［略]

別表第３（第５条関係）

第１ 建築物に関する整備基準

特定公共

的施設

公共的施設区分

［略］（１）～（６） ［略］

（７） 母子及び寡婦福祉法（昭和39年

法律第 129号）第39条第１項に規定

する母子福祉施設

（８） ［略］

（９） 介護保険法（平成９年法律第 1

23号）第８条第25項に規定する介護

老人保健施設

（10） 障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第 123号）第５条第１項

に規定する障害福祉サービス（居宅

介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護及び重度障害者等包括支援を

除く。）を提供する施設、同条第13

項に規定する障害者支援施設、同条

第22項に規定する地域活動支援セン

ター、同条第23項に規定する福祉ホ

ーム、同法附則第41条第１項の規定

によりなお従前の例により運営をす

ることができることとされた身体障

害者更生援護施設、同法附則第48条

の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた

精神障害者社会復帰施設及び同法附

則第58条第１項の規定によりなお従

前の例により運営をすることができ

ることとされた知的障害者援護施設

（11） ［略］

１ 福祉

保健施

設

［略］

［略］（１） 郵便局株式会社法（平成17年法

律第 100号）第２条第２項に規定す

る郵便局

12 サー

ビス施

設

［略］

特定公共

的施設

公共的施設区分

［略］（１）～（６） ［略］

（７） 母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和39年法律第 129号）第39条第

１項に規定する母子・父子福祉施設

（８） ［略］

（９） 介護保険法（平成９年法律第 1

23号）第８条第27項に規定する介護

老人保健施設

（10） 障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第 123号）第５条第１項

に規定する障害福祉サービス（居宅

介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護及び重度障害者等包括支援を

除く。）を提供する施設、同条第11

項に規定する障害者支援施設、同条

第25項に規定する地域活動支援セン

ター、同条第26項に規定する福祉ホ

ーム、同法附則第41条第１項の規定

によりなお従前の例により運営をす

ることができることとされた身体障

害者更生援護施設、同法附則第48条

の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた

精神障害者社会復帰施設及び同法附

則第58条第１項の規定によりなお従

前の例により運営をすることができ

ることとされた知的障害者援護施設

（11） ［略］

１ 福祉

保健施

設

［略］

［略］（１） 日本郵便株式会社法（平成17年

法律第 100号）第２条第４項に規定

する郵便局

12 サー

ビス施

設

［略］

整備基準整備箇所 整備基準整備箇所
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［略］

様式第２号（その１）（第６条、第８条、第10条、第11条関係）

［略］

６ 移動等円滑化経路を構成する敷地内通路

［略］

11 エレベーター

［略］

19 授乳及びおむつ交換場所（注14）

（注14）福祉保健施設（母子関係施設に限る。）、文化施設、公

共交通機関の施設、官公庁施設、集会施設、物品販売施設

、興行施設及び展示施設で、用途面積が 2，000㎡以上のも

のに限る。

［略］

［略］

様式第２号（その１）（第６条、第８条、第10条、第11条関係）

［略］

６ 移動等円滑化経路を構成する敷地内通路

［略］

11 エレベーター

［略］

19 授乳及びおむつ交換場所（注14）

（注14）福祉保健施設（母子・父子関係施設に限る。）、文化施

設、公共交通機関の施設、官公庁施設、集会施設、物品販

売施設、興行施設及び展示施設で、用途面積が 2，000㎡以

上のものに限る。

［略］

［略］

（１） 福祉保健施設（母子関係施設に限

る。）、文化施設、公共交通機関の施

設、官公庁施設、集会施設、物品販売

施設、興行施設及び展示施設で用途面

積が 2，000平方メートル以上のものに

は、円滑に授乳及びおむつの交換をす

ることができる場所を設けること。

（２） ［略］

19 授乳及びおむ

つ交換場所

［略］

［略］

（１） 福祉保健施設（母子・父子関係施

設に限る。）、文化施設、公共交通機

関の施設、官公庁施設、集会施設、物

品販売施設、興行施設及び展示施設で

用途面積が 2，000平方メートル以上の

ものには、円滑に授乳及びおむつの交

換をすることができる場所を設けるこ

と。

（２） ［略］

19 授乳及びおむ

つ交換場所

［略］

※適

否

内容図面番号

等

整備基準

［略］［略］（１） 敷地内

通路 奥行き 唖イ 傾斜路

及び踊場

の設置

［略］［略］

［略］

※適

否

内容図面番号

等

整備基準

［略］［略］（１） 敷地内

通路 □有

□無

イ 傾斜路

及び踊場

の設置

［略］［略］

［略］

※適

否

内容図面番号

等

整備基準

［略］［略］

高低差

□有

□無

奥行き

（８） 乗降ロビーは高低

差がなく、幅及び奥行

きは 150唖以上

□有

□無 唖

（９） 乗降ロビーに、到

着するかごの昇降方向

を知らせる音声装置の

設置（注６）

［略］［略］

※適

否

内容図面番号

等

整備基準

［略］［略］

高低差

□有

□無

幅 唖

奥行き 唖

（８） 乗降ロビーは高低

差がなく、幅及び奥行

きは 150唖以上

□有

□無

（９） 乗降ロビーに、到

着するかごの昇降方向

を知らせる音声装置の

設置（注６）

［略］［略］

［略］ ［略］

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）の規

定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則の相当規定に基づいて提出さ

れた書類とみなす。

３ この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することが
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できる。

児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年10月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第51号

児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則の一部を改正する規則

児童福祉法第56条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則（昭和40年宮崎県規則第20号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１ （第３関係）

［略］

別表第１（第３条関係）

［略］

［略］

徴収金基準額

（月額）

徴収金基準額

（月額）

定 義階層

区分

［略］生活保護法（昭和25年

法律第 144号）による

被保護世帯（単給世帯

を含む。）及び中国残

留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第

30号）による支援給付

受給世帯

Ａ

［略］

備考

１ ［略］

２ この表のＤ１～Ｄ14階層における「所得税の額」とは

、所得税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（

昭和32年法律第26号）及び災害被害者に対する租税の減

免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第 175号）

の規定によって計算された所得税の額をいう。

なお、地方税法等の一部を改正する法律（平成22年法

律第４号）及び所得税法等の一部を改正する法律（平成

22年法律第６号）により廃止された年少扶養控除及び特

定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による負担金に

与える影響を可能な限り生じさせないよう、所得税課税

年額を調整するものとし、所得税額を計算する場合には

、次の規定は適用しないものとする。

（１） 所得税法第78条第１項（同条第２項第１号、第２

号（地方税法第 314条の７第１項第２号に規定する寄

附金に限る。）及び第３号（地方税法第 314条の７第

１項第２号に規定する寄附金に限る。）に規定する寄

附金に限る。）、第92条第１項並びに第95条第１項、

第２項及び第３項

（２）・（３） ［略］

３ ［略］

４ 児童の属する世帯の階層がＢ階層と認定された世帯で

あっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規

定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は０円とする

。

（１） ［略］

［略］

徴収金基準額

（月額）

徴収金基準額

（月額）

定 義階層

区分

［略］生活保護法（昭和25年

法律第 144号）による

被保護世帯（単給世帯

を含む。）及び中国残

留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平

成６年法律第30号）に

よる支援給付受給世帯

Ａ

［略］

備考

１ ［略］

２ この表のＤ１～Ｄ14階層における「所得税の額」とは

、所得税法（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（

昭和32年法律第26号）及び災害被害者に対する租税の減

免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第 175号）

の規定によって計算された所得税の額をいう。

なお、地方税法等の一部を改正する法律（平成22年法

律第４号）及び所得税法等の一部を改正する法律（平成

22年法律第６号）により廃止された年少扶養控除及び特

定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による負担金に

与える影響を可能な限り生じさせないよう、所得税課税

年額を調整するものとし、所得税額を計算する場合には

、次の規定は適用しないものとする。

（１） 所得税法第78条第１項（同条第２項第１号、第２

号（地方税法第 314条の７第１項第２号に規定する寄

附金に限る。）及び第３号（地方税法第 314条の７第

１項第２号に規定する寄附金に限る。）に規定する寄

附金に限る。）、第92条第１項並びに第95条第１項か

ら第３項まで

（２）・（３） ［略］

３ ［略］

４ 児童の属する世帯の階層がＢ階層と認定された世帯で

あっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規

定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は０円とする

。

（１） ［略］
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別表第２（第３条関係）

［略］

別表第２（第３条関係）

［略］

（２） 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律

第 129号）第17条に規定する配偶者のない者で現に児

童を扶養しているものの世帯

（３） 次に掲げる在宅障害児（者）（社会福祉施設に措

置された児童（者）、法第24条の２第１項の障害児入

所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 1

23号）第６条の自立支援給付の受給者（同法第５条第

５項、第６項、第７項、第13項、第14項及び第15項に

規定するサービスに限る。）又は同法附則第22条に規

定する特定旧法受給者を除く。）のいる世帯

ア～エ ［略］

（４） ［略］

５～７ ［略］

（２） 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭

和39年法律第 129号）第６条第６項に規定する配偶者

のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

（３） 次に掲げる在宅障害児（者）（社会福祉施設に措

置された児童（者）、法第24条の２第１項の障害児入

所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 1

23号）第６条の自立支援給付の受給者（同法第５条第

６項、第７項及び第12項から第14項までに規定するサ

ービスに限る。）又は同法附則第22条に規定する特定

旧法受給者を除く。）のいる世帯

ア～エ ［略］

（４） ［略］

５～７ ［略］

［略］

徴収金基準額

（月額）

定 義階層

区分

［略］生活保護法による被保護世帯（単給世

帯を含む。）及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律による支援給付受

給世帯

Ａ

［略］

備考

１ ［略］

２ 世帯階層区分の認定

① ［略］

② 認定の基礎となる用語の定義

ア・イ ［略］

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法

、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減

免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算さ

れた所得税の額（所得税の額を計算する場合には、

所得税法第78条第１項（同条第２項第１号、第２号

（地方税法第 314条の７第１項第２号に規定する寄

附金に限る。）及び第３号（地方税法第 314条の７

第１項第２号に規定する寄附金に限る。）に規定す

る寄附金に限る。）、第92条第１項並びに第95条第

１項から第３項まで、租税特別措置法第41条第１項

、第２項及び第６項、第41条の２、第41条の３の２

第１項、第２項、第５項及び第６項、第41条の19の

２第１項、第41条の19の３第１項及び第３項並びに

第41条の19の４第１項及び第３項並びに租税特別措

置法等の一部を改正する法律附則第12条の規定は適

用しない。）、地方税法により賦課される市町村民

税の額（所得割の額を計算する場合には、地方税法

第 314条の７、第 314条の８、附則第５条第３項、

第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定

は適用しない。）、生活保護法による保護並びに中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律による支援給付（以下「支

［略］

徴収金基準額

（月額）

定 義階層

区分

［略］生活保護法による被保護世帯（単給世

帯を含む。）及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律による支援給付受給

世帯

Ａ

［略］

備考

１ ［略］

２ 世帯階層区分の認定

① ［略］

② 認定の基礎となる用語の定義

ア・イ ［略］

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法

、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減

免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算さ

れた所得税の額（所得税の額を計算する場合には、

所得税法第78条第１項（同条第２項第１号、第２号

（地方税法第 314条の７第１項第２号に規定する寄

附金に限る。）及び第３号（地方税法第 314条の７

第１項第２号に規定する寄附金に限る。）に規定す

る寄附金に限る。）、第92条第１項並びに第95条第

１項から第３項まで、租税特別措置法第41条第１項

、第２項及び第６項、第41条の２、第41条の３の２

第１項、第２項、第５項及び第６項、第41条の19の

２第１項、第41条の19の３第１項及び第３項並びに

第41条の19の４第１項及び第３項並びに租税特別措

置法等の一部を改正する法律附則第12条の規定は適

用しない。）、地方税法により賦課される市町村民

税の額（所得割の額を計算する場合には、地方税法

第 314条の７、第 314条の８、附則第５条第３項、

第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定

は適用しない。）、生活保護法による保護並びに中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関



宮 崎 県 公 報平成 26年 10月 １ 日（水曜日） 号外 第 45号

害 8害

別表第３（第３条の２関係）

［略］

備考

１～３ ［略］

４ この表の「所得税課税年額」とは、所得税法、租税特別措

置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関す

る法律の規定によって計算された所得税の額（所得税額を計

算する場合には、所得税法第78条第１項（同条第２項第１号

、第２号（地方税法第 314条の７第１項第２号に規定する寄

附金に限る。）及び第３号（地方税法第 314条の７第１項第

２号に規定する寄附金に限る。）に規定する寄附金に限る。

）、第92条第１項並びに第95条第１項、第２項及び第３項、

租税特別措置法第41条第１項、第２項及び第３項、第41条の

２、第41条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５項、第

41条の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第２項、第

41条の19の４第１項及び第２項並びに第41条の19の５第１項

並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条の

規定は適用しない。）をいう。

なお、地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の

一部を改正する法律により廃止された年少扶養控除及び特定

扶養控除の上乗せ部分について、廃止による負担金に与える

影響を可能な限り生じさせないよう、所得税課税年額を調整

するものとする。

５～７ ［略］

別表第３（第３条の２関係）

［略］

備考

１～３ ［略］

４ この表の「所得税課税年額」とは、所得税法、租税特別措

置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関す

る法律の規定によって計算された所得税の額（所得税額を計

算する場合には、所得税法第78条第１項（同条第２項第１号

、第２号（地方税法第 314条の７第１項第２号に規定する寄

附金に限る。）及び第３号（地方税法第 314条の７第１項第

２号に規定する寄附金に限る。）に規定する寄附金に限る。

）、第92条第１項並びに第95条第１項から第３項まで、租税

特別措置法第41条第１項、第２項及び第６項、第41条の２、

第41条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項、第41条

の19の２第１項、第41条の19の３第１項及び第３項並びに第

41条の19の４第１項及び第３項並びに租税特別措置法等の一

部を改正する法律附則第12条の規定は適用しない。）をいう

。

なお、地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の

一部を改正する法律により廃止された年少扶養控除及び特定

扶養控除の上乗せ部分について、廃止による負担金に与える

影響を可能な限り生じさせないよう、所得税課税年額を調整

するものとする。

５～７ ［略］

援給付」という。）をいう。生活保護については現

在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、

支援給付については支援給付を受けている事実、所

得税については前年分の所得税の課税の有無及びそ

の額、市町村民税については当該年度の市町村民税

の課税又は免除（地方税法第 323条による免除をい

う。）の有無をもって認定の基準とする。ただし、

前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関

係が判明しない場合の取扱いについては、これが判

明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度

の市町村民税によることとする。

なお、地方税法等の一部を改正する法律及び所得

税法等の一部を改正する法律により廃止された年少

扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、

廃止による負担金に与える影響を可能な限り生じさ

せないよう、所得税課税年額を調整するものとする

。

３・４ ［略］

する法律による支援給付（以下「支援給付」という

。）をいう。生活保護については現在生活扶助、医

療扶助等の保護を受けている事実、支援給付につい

ては支援給付を受けている事実、所得税については

前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民

税については当該年度の市町村民税の課税又は免除

（地方税法第 323条による免除をいう。）の有無を

もって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税

又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない

場合の取扱いについては、これが判明するまでの期

間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税に

よることとする。

なお、地方税法等の一部を改正する法律及び所得

税法等の一部を改正する法律により廃止された年少

扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、

廃止による負担金に与える影響を可能な限り生じさ

せないよう、所得税課税年額を調整するものとする

。

３・４ ［略］

基準月額階層区分

外来入院

［略］生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律による支援給

付受給世帯

［略］

基準月額階層区分

外来入院

［略］生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律による支援給付受

給世帯

［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年10月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第52号

母子及び寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則

母子及び寡婦福祉法施行細則（昭和47年宮崎県規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

母子及び寡婦福祉法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、母子及び寡婦福祉法施行令（昭和39年政令第

224号。以下「令」という。）の規定に基づき、母子及び寡婦福

祉法（昭和39年法律第 129号。以下「法」という。）第10条第１

項各号に掲げる資金（以下「母子福祉資金」という。）及び法第

19条の２第１項において準用する法第10条第１項各号に掲げる資

金（以下「寡婦福祉資金」という。）の貸付けの申請、貸付けの

決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他貸付けに関する業

務の実施について必要な事項を定めるものとする。

（貸付けの申請）

第２条 母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする

者は、法第10条第１項の女子及び法第19条の２第１項の寡婦にあ

っては別記様式第１、法第11条（法第19条の２第３項において準

用する場合を含む。）に規定する母子福祉団体にあっては別記様

式第２による申請書を知事に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該

各号に掲げる書類を添附しなければならない。

（１）・（２） ［略］

（３） 療養資金 別記様式第５による診断書及び所要経費見積書

（４）～（６） ［略］

３ ［略］

（借用書の提出）

第４条 前条の規定により母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付け

の決定の通知を受けた者は、遅滞なく、連帯して債務を負担する

借主及び保証人（母子福祉団体の場合は除く。）の連署した別記

様式第11又は別記様式第12による借用書を知事に提出しなければ

ならない。

（氏名、名称又は住所の変更）

第６条 母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けた者（その

者が死亡した後は、その者の保証人又はその者と連帯して債務を

負担する借主）は、自己又は自己の保証人若しくは自己と連帯し

て債務を負担する借主が氏名、名称又は住所を変更したときは、

遅滞なく、別記様式第13による届出書を知事に提出しなければな

らない。

２ ［略］

（保証人の変更）

第７条 母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けた者（その

者が死亡した後は、その者と連帯して債務を負担する借主）は、

保証人を変更する必要があるときは、別記様式第14による申請書

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

２ ［略］

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、母子及び寡婦福祉法施行令（昭和39年政令第

224号。以下「令」という。）の規定に基づき、母子及び父子並

びに寡婦福祉法（昭和39年法律第 129号。以下「法」という。）

第13条第１項各号に掲げる資金（以下「母子福祉資金」という。

）、法第31条の６第１項各号に掲げる資金（以下「父子福祉資金

」という。）及び法第32条第１項各号に掲げる資金（以下「寡婦

福祉資金」という。）の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借

用書の提出、償還の手続その他貸付けに関する業務の実施につい

て必要な事項を定めるものとする。

（貸付けの申請）

第２条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを

受けようとする者は、法第13条第１項の女子、法第31条の６第１

項の男子及び法第32条第１項の寡婦にあっては別記様式第１、法

第14条（法第31条の６第４項及び法第32条第４項において準用す

る場合を含む。）に規定する母子・父子福祉団体にあっては別記

様式第２による申請書を知事に提出しなければならない。

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該

各号に掲げる書類を添附しなければならない。

（１）・（２） ［略］

（３） 医療介護資金 別記様式第５による診断書及び所要経費見

積書

（４）～（６） ［略］

３ ［略］

（借用書の提出）

第４条 前条の規定により母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福

祉資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、遅滞なく、連帯して

債務を負担する借主及び保証人（母子・父子福祉団体の場合は除

く。）の連署した別記様式第11又は別記様式第12による借用書を

知事に提出しなければならない。

（氏名、名称又は住所の変更）

第６条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを

受けた者（その者が死亡した後は、その者の保証人又はその者と

連帯して債務を負担する借主）は、自己又は自己の保証人若しく

は自己と連帯して債務を負担する借主が氏名、名称又は住所を変

更したときは、遅滞なく、別記様式第13による届出書を知事に提

出しなければならない。

２ ［略］

（保証人の変更）

第７条 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを

受けた者（その者が死亡した後は、その者と連帯して債務を負担

する借主）は、保証人を変更する必要があるときは、別記様式第

14による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。

２ ［略］
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（貸付けの停止）

第９条 修学資金、技能習得資金、生活資金、修業資金又は児童扶

養資金の貸付けを受けている者（借主が死亡した場合は、同居の

親族（修学資金にあっては当該貸付けにより就学している者、修

業資金にあっては当該貸付けにより知識技能を習得している者と

する。）又は保証人）は、令第11条（令第29条において準用する

場合を含む。）の規定により当該資金の貸付けを将来に向かって

やめられるべき理由が生じたときは、遅滞なく、別記様式第19に

よる届出書を知事に提出しなければならない。

２ ［略］

（継続貸付けの申請）

第10条 法第10条第３項の規定による母子福祉資金又は法第19条の

２第１項において準用する法第10条第３項の規定による寡婦福祉

資金の貸付けを継続して受けようとする者は、別記様式第21によ

る申請書を知事に提出しなければならない。

２ ［略］

（貸付金の増額）

第11条 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は児童扶

養資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額がそれぞれ令

第６条第３号、第４号、第５号、第７号若しくは第12号又は令第

27条第３号、第４号、第５号若しくは第８号に規定する限度額に

満たない場合において、特別の理由により増額を必要とする場合

には、別記様式第23による申請書を知事に提出して、当該限度額

の範囲内において当該貸付金の増額を申請することができる。

２ ［略］

（貸付金の辞退等）

第12条 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は児童扶

養資金の貸付けを受けている者は、別記様式第25による申出書を

知事に提出して、将来に向かって貸付金の交付を辞退し、又は貸

付金の減額を申し出ることができる。

２ 知事は、前項の申出書の提出を受けたときは、別記様式第26に

よる通知書により、当該申出書を提出した者に通知するものとす

る。

（借用書の再提出）

第12条の２ 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は児

童扶養資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額に増減を

生じたとき、貸付けを辞退したとき、又は貸付けを停止されたと

きは、新たに借用書を提出しなければならない。

（貸付金の償還免除）

第14条 法第12条（法第19条の２第４項において準用する場合を含

む。）の規定による貸付金の償還免除を受けようとする者は、別

記様式第27による申請書を知事に提出しなければならない。

２・３ ［略］

（据置期間の延長）

第14条の２ 令第７条第６項の規定による据置期間の延長を受けよ

うとする者は、別記様式第28の２による申請書を知事に提出しな

ければならない。

２ 前項の申請書には、所得証明書及び扶養する児童の状況を証明

する書類を添付しなければならない。

３ 知事は、第１項の申請書の提出があったときは、据置期間の延

長の適否を決定し、その旨を別記様式第28の３による通知書によ

り、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

（償還金の支払猶予）

（貸付けの停止）

第９条 修学資金、技能習得資金、生活資金又は修業資金の貸付け

を受けている者（借主が死亡した場合は、同居の親族（修学資金

にあっては当該貸付けにより就学している者、修業資金にあって

は当該貸付けにより知識技能を習得している者とする。）又は保

証人）は、令第11条（令第29条において準用する場合を含む。）

の規定により当該資金の貸付けを将来に向かってやめられるべき

理由が生じたときは、遅滞なく、別記様式第19による届出書を知

事に提出しなければならない。

２ ［略］

（継続貸付けの申請）

第10条 法第13条第３項の規定による母子福祉資金、法第31条の６

第３項の規定による父子福祉資金又は法第32条第２項の規定によ

る寡婦福祉資金の貸付けを継続して受けようとする者は、別記様

式第21による申請書を知事に提出しなければならない。

２ ［略］

（貸付金の増額）

第11条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付け

を受けている者は、その貸付金の額がそれぞれ令第６条第３号、

第４号、第５号、第７号若しくは第12号又は令第27条第３号、第

４号、第５号若しくは第８号に規定する限度額に満たない場合に

おいて、特別の理由により増額を必要とする場合には、別記様式

第23による申請書を知事に提出して、当該限度額の範囲内におい

て当該貸付金の増額を申請することができる。

２ ［略］

（貸付金の辞退等）

第12条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付け

を受けている者は、別記様式第25による申出書を知事に提出して

、将来に向かって貸付金の交付を辞退し、又は貸付金の減額を申

し出ることができる。

２ 知事は、前項の申出書の提出を受けたときは、別記様式第26又

は別記様式第26の２による通知書により、当該申出書を提出した

者に通知するものとする。

（借用書の再提出）

第12条の２ 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸

付けを受けている者は、その貸付金の額に増減を生じたとき、貸

付けを辞退したとき、又は貸付けを停止されたときは、新たに借

用書を提出しなければならない。

（貸付金の償還免除）

第14条 法第15条（法第31条の６第５項及び法第32条第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定による貸付金の償還免除を受け

ようとする者は、別記様式第27による申請書を知事に提出しなけ

ればならない。

２・３ ［略］

（償還金の支払猶予）
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第15条 令第18条第１項（令第29条において準用する場合を含む。

）の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、別記様

式第20による申請書を知事に提出しなければならない。

２・３ ［略］

別記

様式第１（第２条関係）

母子

福祉資金貸付申請書

寡婦

（個人用）

［略］

［略］

様式第２（第２条関係）

母子

福祉資金貸付申請書

寡婦

（団体用）

［略］

様式第３（第２条関係）

［略］

［略］

様式第４（第２条関係）

［略］

第15条 令第18条第１項（令第29条において準用する場合を含む。

）の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、別記様

式第29による申請書を知事に提出しなければならない。

２・３ ［略］

別記

様式第１（第２条関係）

母子

父子福祉資金貸付申請書

寡婦

（個人用）

［略］

［略］

様式第２（第２条関係）

母子

父子福祉資金貸付申請書

寡婦

（団体用）

［略］

様式第３（第２条関係）

［略］

［略］

様式第４（第２条関係）

［略］

［略］※母子寡婦類

型

母子寡婦家庭となった事由及び

その年月日

［略］

母子

上記のとおり 福祉資金の貸付けを受けたいので、関係

寡婦

書類を添えて申請します。

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

［略］※母子父子寡

婦類型

母子父子寡婦家庭となった事由

及びその年月日

［略］

母子

上記のとおり父子福祉資金の貸付けを受けたいので、関係

寡婦

書類を添えて申請します。

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

［略］

［略］法に定める配偶者のない女子

で現に児童を扶養している者

事業場の

使用人員

［略］

［略］

母子

上記のとおり 福祉資金の貸付けを受けたいので関係書

寡婦

類を添えて申請します。

［略］

［略］

［略］法に定める配偶者のない者で

現に児童を扶養している者

事業場の

使用人員

［略］

［略］

母子

上記のとおり父子福祉資金の貸付けを受けたいので、関係

寡婦

書類を添えて申請します。

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子福祉資金

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子

父子福祉資金

寡婦

［略］

［略］
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様式第６（第２条関係）

［略］

様式第７（第２条関係）

［略］

様式第８（第２条関係）

［略］

様式第６（第２条関係）

［略］

様式第７（第２条関係）

［略］

様式第８（第２条関係）

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子

福祉資金

寡婦

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子

父子福祉資金

寡婦

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

増

改

築

・

補

修

を

必

要

と

す

る

理

由

［略］

母子

福祉資金

寡婦

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

増

改

築

・

補

修

を

必

要

と

す

る

理

由

［略］

母子

父子福祉資金

寡婦

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子

福祉資金

寡婦

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子

父子福祉資金

寡婦

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子

福祉資金

寡婦

［略］

［略］

［略］

［略］区 分資

金

の

調

達

計

画

［略］

母子

父子福祉資金

寡婦

［略］

［略］

別記様式第９を次のように改める。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第10（第３条関係）

［略］

様

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 印

福祉事務所長

母子

父子福祉資金貸付不承認通知書

寡婦

母子

さきに申請の父子福祉資金（ 資金）の貸付けについては、

寡婦

貸付けをしないことにしたので通知します。

［略］

様式第10（第３条関係）

［略］

殿

宮崎県知事 印

母子

福祉資金貸付不承認通知書

寡婦

母子

さきに申請の 福祉資金（ 資金）の貸付けについては、

寡婦

貸付けをしないことにしたので通知します。

［略］

別記様式第11を次のように改める。



宮 崎 県 公 報 平成 26年 10月 １ 日（水曜日） 号外 第 45号

害 15害



宮 崎 県 公 報平成 26年 10月 １ 日（水曜日） 号外 第 45号

害 16害

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第12（第４条関係）

（団体用）

母子

福祉資金借用書

寡婦

［略］

母子

上記のとおり 福祉資金を借用しました。

寡婦

ついては、母子及び寡婦福祉法及びこれに基づく法令等の定め

るところにより償還します。

［略］

様式第13（第６条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金借主等氏名等変更届出書

寡婦

［略］

様式第14（第７条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金保証人変更承認申請書

寡婦

［略］

母子

上記の借主が貸付けを受けている 福祉資金については、旧

寡婦

連帯保証人 に代わって、私が借主と連帯

して債務を負担することを約します。

［略］

様式第15（第７条関係）

［略］

殿

宮崎県知事 印

母子

福祉資金保証人変更承認（不承認）通知書

寡婦

［略］

様式第16（第８条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

様式第12（第４条関係）

（団体用）

母子

父子福祉資金借用書

寡婦

［略］

母子

上記のとおり父子福祉資金を借用しました。

寡婦

ついては、母子及び父子並びに寡婦福祉法及びこれに基づく法

令等の定めるところにより償還します。

［略］

様式第13（第６条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金借主等氏名等変更届出書

寡婦

［略］

様式第14（第７条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金保証人変更承認申請書

寡婦

［略］

母子

上記の借主が貸付けを受けている父子福祉資金については、旧

寡婦

連帯保証人 に代わって、私が借主と連帯

して債務を負担することを約します。

［略］

様式第15（第７条関係）

［略］

様

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 印

福祉事務所長

母子

父子福祉資金保証人変更承認（不承認）通知書

寡婦

［略］

様式第16（第８条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

住所
氏名

住所
氏名
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［略］

様式第17（第８条関係）

［略］

殿

宮崎県知事 印

母子

福祉資金貸付金交付停止（減額）決定通知書

寡婦

［略］

様式第18（第８条関係）

［略］

殿

宮崎県知事 印

母子

福祉資金貸付金交付再開（増額）決定通知書

寡婦

［略］

様式第19（第９条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金借受資格喪失届出書

寡婦

母子

下記のとおり 福祉資金の借受資格を失ったのでお届けしま

寡婦

す。

［略］

福祉事務所長

［略］

様式第17（第８条関係）

［略］

様

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 印

福祉事務所長

母子

父子福祉資金貸付金交付停止（減額）決定通知書

寡婦

［略］

様式第18（第８条関係）

［略］

様

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 印

福祉事務所長

母子

父子福祉資金貸付金交付再開（増額）決定通知書

寡婦

［略］

様式第19（第９条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金借受資格喪失届出書

寡婦

母子

下記のとおり父子福祉資金の借受資格を失ったのでお届けしま

寡婦

す。

［略］

別記様式第20を次のように改める。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第21（第10条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金継続貸付申請書

寡婦

母子

下記のとおり借主死亡後も引き続き父子福祉資金の貸付けを受

寡婦

けたいので申請します。

［略］

様式第21（第10条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金継続貸付申請書

寡婦

母子

下記のとおり借主死亡後も引き続き 福祉資金の貸付けを受

寡婦

けたいので申請します。

［略］

別記様式第22を次のように改める。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第23（第11条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金増額貸付申請書

寡婦

母子

下記のとおり父子福祉資金の増額貸付けを受けたいので申請し

寡婦

ます。

［略］

様式第23（第11条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金増額貸付申請書

寡婦

母子

下記のとおり 福祉資金の増額貸付けを受けたいので申請し

寡婦

ます。

［略］

別記様式第24を次のように改める。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第25（第12条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金貸付辞退（減額）申出書

寡婦

母子

下記のとおり父子福祉資金の貸付けの辞退（減額）をしたいの

寡婦

で申し出ます。

［略］

様式第25（第12条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金貸付辞退（減額）申出書

寡婦

母子

下記のとおり 福祉資金の貸付けの辞退（減額）をしたいの

寡婦

で申し出ます。

［略］

別記様式第26を次のように改める。
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別記様式第26の次に次の１様式を加える。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第27（第14条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金償還免除申請書

寡婦

母子

下記のとおり父子福祉資金の償還免除を受けたいので、別紙書

寡婦

類を添えて申請します。

［略］

様式第27（第14条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金償還免除申請書

寡婦

母子

下記のとおり 福祉資金の償還免除を受けたいので、別紙書

寡婦

類を添えて申請します。

［略］

別記様式第28を次のように改める。
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別記様式第28の２及び別記様式第28の３を削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

様式第29（第15条関係）

［略］

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 殿

福祉事務所長

［略］

母子

父子福祉資金支払猶予申請書

寡婦

母子

下記のとおり父子福祉資金の償還金の支払猶予を受けたいので

寡婦

、別紙書類を添えて申請します。

［略］

様式第30（第15条関係）

［略］

様

西臼杵支庁長

福祉こどもセンター所長 印

福祉事務所長

母子

父子福祉資金支払猶予決定（否決）通知書

寡婦

母子

さきに申請のあった父子福祉資金の償還金の支払猶予について

寡婦

は、支払猶予をする（しない）ことに決定したので通知します。

［略］

様式第29（第15条関係）

［略］

宮崎県知事 殿

［略］

母子

福祉資金支払猶予申請書

寡婦

母子

下記のとおり 福祉資金の償還金の支払猶予を受けたいので

寡婦

、別紙書類を添えて申請します。

［略］

様式第30（第15条関係）

［略］

殿

宮崎県知事 印

母子

福祉資金支払猶予決定（否決）通知書

寡婦

母子

さきに申請のあった 福祉資金の償還金の支払猶予について

寡婦

は、支払猶予をする（しない）ことに決定したので通知します。

［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


